
研修の趣旨説明・虐待対応状況
調査報告等

東京都福祉局障害者施策推進部

企画課権利擁護担当



本研修の趣旨

•本研修は、厚生労働省が作成した「障害者虐待防止
と対応の手引き」の内容に沿ったものになっています。

•手引きについては、令和６年７月に改訂されました。

•施設等で活用いただいている手引きが改訂後のもの
か確認をお願いします。

•手引きの主な改訂のポイントを踏まえた研修実施に
努めていただくよう、お願いいたします。



手引きの主な改訂のポイント

•令和６年度報酬改定で虐待防止措置未実施減算が創設
されたことの記載を追加（P15)。また、身体拘束廃止未実
施減算の減算額が見直されたことの記載を追加（P36）

•指定基準上置くべき「虐待の防止に関する担当者」の記
載を統一（P１４、P15 )

•原因の分析と再発の防止について、直近の調査結果を踏
まえて記載を修正（P29）

•強度行動障害を有する利用者への適切な支援について、
国の検討会や令和6年度報酬改定の内容を踏まえて、支
援力の向上や地域における連携体制の整備に関する記載
を追加（P43）



学校、保育所等、医療機関における
障害者に対する虐待

•関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深め
るための研修の実施及び普及啓発、障害者に対する
虐待に関する相談に係る体制の整備、障害者に対する
虐待に対処するための措置、その他障害者に対する虐
待を防止するために必要な措置を講ずるものとされて
いる（法第29条~第31条）



学校における障害者に対する虐待防止措置の取組例



保育所等における障害者に対する虐待防止措置の取組例



医療機関における障害者に対する虐待防止措置の取組例



都内における障害者
虐待の状況



① 市区町村等職員が判断した虐待の発生要因（複数回答）

② 障害者総合支援法等の規定による権限の行使等

令和５年度 都内における障害者虐待の状況（公表情報）から

「正しく知る」こと
で防げる虐待も

多い

【虐待等による死亡事例】（全国調査から）
〇施設従事者からの虐待等により被虐待者が死亡した事例1件。
〇「障害者支援施設」における事例。被虐待者「男性」「50～54歳」、障害種別「身体・知的障害」。
〇虐待者 1人。「男性」「生活支援員」。虐待の行為の類型は「放棄・放置」。

件数 構成割合

教育･知識･介護技術等に関する問題 77 75.5%

職員のストレスや感情コントロールの問題 60 58.8%

倫理観や理念の欠如 59 57.8%

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 32 31.4%

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 36 35.3%

件数

障害者総合支援法又は児童福祉法による権限の行使

報告徴収、出頭要請、質問、立入検査 18

改善勧告 7

改善勧告に従わない場合の公表 0

改善命令 0

指定の効力の全部又は一部停止 0

指定取消 0

合計 25

都･指定都市･中核市等による指導 一般指導 20



養護者による
障害者虐待

障害者福祉施設従事者等
による障害者虐待

使用者による
障害者虐待

合計

相談・通報・届出件数
６８５件

(５１７件)
７２８件

(４２８件)
１０３件
(７５件)

１５１６件

虐待を受けたと判断さ
れた事例数

１８８件
(１５６件)

１０３件
(８９件)

３１件
（３２件）

３２２件

※上記は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。
カッコ内については、前回調査(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)のもの。

※「障害者福祉施設等従事者による障害者虐待」及び「使用者による障害者虐待」の「虐待を受けたと判断された事例数」は、
都内の施設・事業所等に関する事例である。
※「養護者による障害者虐待」及び「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」について
・「相談・通報・届出件数」は、区市町村及び都における受付件数であり、同一事例について重複している場合がある。
・「虐待を受けたと判断された事例数」は、令和５年度中に相談・通報・届出を受け、令和6年度に虐待と判断した事例を含む。
※「使用者による障害者虐待」
・「相談・通報・届出件数」及び「虐待を受けたと判断された事例数」は、東京労働局における対応件数である。
・なお、区市町村及び都における相談・通報・届出件数は、116件である（同一事例について重複している場合がある）。
・「虐待を受けたと判断された事例数」は、令和5年度中に相談・通報を受け、令和6年度に虐待と判断した事例を含む。

令和５年度 都内における障害者虐待の状況



障害者福祉施設従事者
等による障害者虐待 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

相談・通報・届出件数 ２７１ ２７６ ３０７ ３２９ ４２８ ７２８

虐待を受けたと判断され
た事例数

４５ ３７ ５８ ６３ ８９ １０３

障害者虐待対応状況調査＜都内における障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞経年データ

（単位：件）



障害者福祉施設従事者等
による障害者虐待

身体的虐待 ６１

性的虐待 ７

心理的虐待 ４４

放棄・放置（ネグレクト） ４

経済的虐待 ８

※１つの事例について、複数の類型が存在している場合があるため、合計は「虐待を受けたと判断され
た事例数」と一致しない。

令和５年度 都内で虐待を受けたと判断された事例における虐待行為の類型

（単位：件）



障害者支援施設 １５

居宅介護 １

重度訪問介護 ３

行動援護 ２

生活介護 １８

短期入所 ２

自立訓練 １

就労継続支援A型 １

就労継続支援Ｂ型 １５

共同生活援助 ３１

一般相談支援及び特定相談支援事業 １

移動支援 ２

児童発達支援 １

放課後等デイサービス １０

令和５年度 都内で虐待があった障害者福祉施設等の種別

（単位：件）



サービス管理責任者 ６

管理者 １３

設置者・経営者 ３

看護職員 １

生活支援員 ６３

職業指導員 １

就労支援員 ４

就労定着支援員（就労定着支援） １

世話人 １６

相談支援専門員 １

児童発達支援管理責任者 ４

児童指導員 ３

その他従事者 ６

不明 ２

令和５年度 都内で虐待を行った障害者福祉施設従事者等の職種

（単位：件）



障害者福祉施設従事者等
による障害者虐待

知的障害 １３５

身体障害 ２６

精神障害（発達障害を除く） ２６

発達障害 ２

難病等 １

※１人の被虐待者に対し、複数の障害種別があった場合、それぞれの該当項目に重複して計上されて
いる。

令和５年度 都内で虐待を受けたと判断された事例における被虐待者の障害種別

（単位：人）



全国における障害者
虐待の状況



厚生労働省では、令和５年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応等に
関する状況について調査を実施しました。このほど、調査結果がまとまりましたので公表し
ます。

【調査結果（全体像）】

(注１) 上記は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。
カッコ内については、前回調査(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)のもの。

(注２)都道府県労働局の対応については、令和6年9月4日雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室のデータを引用。（「市区町村等への
相談・通報件数」は「都道府県労働局へ通報・届出のあった事業所数」、「市区町村等による虐待判断件数」は「都道府県労働局による虐待
が認められた事業所数」と読み替え。）

令和５年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）

法施行後の状況



令和５年度 障害者虐待対応状況調査＜養護者による障害者虐待＞



１．障害者虐待対応状況調査＜養護者による障害者虐待＞ 経年グラフ



令和5年度 障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞



２．障害者虐待対応状況調査＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞ 経年グラフ



○入所者殴り骨折 施設は虐待を事故として処理
県警は、身体障害者支援施設に入所中の男性を殴り骨折させたとして、傷害の疑いで介
護福祉士の容疑者を逮捕した。男性は骨折など複数のけがを繰り返しており、県警は日常
的に虐待があった可能性もあるとみて慎重に調べている。 県警によると、約１カ月前に関
係者からの相談で発覚同施設を家宅捜索した。

同施設を運営する社会福祉法人は男性の骨折を把握していたが、虐待ではなく「事故」と
して処理していた。

○福祉施設で暴行死 施設長が上司に虚偽報告

知的障害のある児童らの福祉施設で、入所者が職員の暴行を受けた後に死亡した。また、
施設長が２年前に起きた職員２人による暴行を把握したが、上司のセンター長に「不適切な
支援はなかった」と虚偽の報告をしていたことが分かった。
県は、障害者総合支援法と児童福祉法に基づき、施設長を施設運営に関与させない体制
整備の検討などを求める改善勧告を出した。
同園では、１０年間で１５人の職員が死亡した少年を含む入所者２３人に虐待していたこと
が判明した。

22

○障害者暴行事件 幹部職員ら証拠隠滅容疑で逮捕
入所者に暴行したとして元職員らが逮捕された事件で、施設を運営する社会福祉法人の幹
部職員ら３人が、事件後に行われた内部調査の文書を廃棄したとして証拠隠滅の疑いで警
察に逮捕された。
文書には入所者の男性が暴行を受けた際の目撃証言が記載されていたと見られている。

障害者虐待防止法施行後も続く障害者虐待の事案



個別労働紛争解決促進法
に基づく助言・指導等

8件（0.9％）

（その他）

男女雇用機会均等法
に基づく助言・指導等

13件（1.5％）

（セクシャルハラスメント
等）

○労働局で行った措置 867件

○通報・届出が寄せられた事業所 1,512事業所
○通報・届出対象の障害者 1,854人

※ 令和5年度以前に通報・届出が寄せられた事業所を含む。

※虐待数延べ合計

2,189人

通報・届出

労働局での対応

268事業所報告

通報
届出

1106事業所相談

138事業所

市
町
村

虐
待
を
受
け
た
人

虐
待
を
発
見
し
た
人

都
道
府
県 都

道
府
県
労
働
局
等

労働局等の発見

身体的虐待
185人
（8.5％）

性的虐待
46人
（2.1％）

心理的虐待
811人
（37.0％）

放置等による虐待
143人
（6.5％）

経済的虐待
1,004人
（45.9％）

労働基準関係法令
に基づく指導等（賃金未払等）

743件（85.7％）

うち最低賃金法関係
231件（26.6％）

労働基準監督署 労働局 雇用環境・均等部（室）

障害者雇用促進法
に基づく助言・指導等

76件（8.8％）

（いじめ、嫌がらせ等）

公共職業安定所

○虐待が認められた事業所 447事業所
○虐待が認められた障害者 761人虐待が認められた事案

行
政
指
導
等

労働局等への相談

都道府県からの報告

令和5年度における使用者による障害者虐待の状況等

労働施策総合推進法
に基づく助言・指導等

27件（3.1％）

（パワハラ等）



トピックス



（障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等）
第十六条障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見
した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
２ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け
出ることができる。
３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定に
よる通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを
妨げるものと解釈してはならない。
４ 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇
その他不利益な取扱いを受けない。

障害者虐待の早期発見と通報義務・通報者の保護について

第六条第二項 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務

上関係のある団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保
健師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を
発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。



出典：厚生労働省 令和6年2月6日 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容



出典：厚生労働省 令和6年2月6日 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容



「施設・事業所における虐待防止体制の整備の徹底について（通知）」令和7年4月24日付都障害者施策推進部長名通知



「施設・事業所における虐待防止体制の整備の徹底について（通知）」令和6年5月9日付都障害者施策推進部長名通知



解釈通知：「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業
等の人員、設備及び運営に関する基準について（平成 18 年 12 月６日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長通知）【新旧対照表抜粋】 令和3月29日最終改正

（管理者及びサービス提供責任者の責務）
第30条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
２ 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
３ サービス提供責任者は、第二十六条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に
対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
４ サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える
場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

参考：基準



身体拘束等の適正化（平成30年度から）

○身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合につい
て、基本報酬を減算する。

≪身体拘束廃止未実施減算【新設】≫ ５単位／日
※療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設等

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運
営に関する基準
(身体拘束等の禁止)
第四十八条 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又
は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘
束等」という。)を行ってはならない。
２ 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

（１） やむを得ず身体拘束を行う場合の３要件
①切迫性：利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権

利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
②非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替

する方法がないこと
③一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的であること

（２） やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
① 組織による決定と個別支援計画への記載
② 本人・家族への十分な説明
③ 必要な事項の記録

【令和６年度報酬改定】
〇施設・居住系サービス：所定単位数の１０％に引き上げ
〇訪問・通所系サービス：所定単位数の１％に見直し

【令和6年度報酬改定に基づく基準省令解釈通知】
「身体拘束等の禁止(基準第48条)」に関する改正内容

〇緊急やむを得ない理由の3要件（切迫性、非代替性、一時性）を全てを

満たし、かつ、組織として要件確認等の手続きを行った旨を記録しなけ
ればならないことが明文化
〇検討委員会には第三者や専門家を活用することが「望ましい」
→「努めること」
〇検討委員会は少なくとも1年に1回開催することが「望ましい」
→「必要である」
〇「適正化策」 →「解除へ向けた方策」 等



身体拘束等の適正化の推進（令和３年度報酬改定）

運営基準
• 以下、②から④の規定を追加する（訪問系以外のサービスについては、①は既に規定済）。訪問系サービスについ

ては、①から④を追加する。
• ②から④の規定は、令和３年４月から努力義務化し、令和４年４月から義務化する。なお、訪問系サービスにおい

て追加する①については、令和３年４月から義務化する。
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その
他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に
周知徹底を図ること。
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
※ 虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものと
みなす。

減算の取扱い
• 運営基準の①から④を満たしていない場合に、基本報酬を減算する。（身体拘束廃止未実施減算５単位／日）
• ただし、②から④については、令和５年４月から適用する。
• なお、訪問系サービスについては、①から④の全てを令和５年４月からの適用とする。

○ 身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要
件の追加を行う。

※療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、
医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型
障害児入所施設

○ 訪問系サービスについても、知的障害者や精神障害者も対象としており、身体拘束が行われることも想定されるため、運営
基準に「身体拘束等の禁止」の規定を設けるとともに、「身体拘束廃止未実施減算」を創設する。

※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援



（答）

身体拘束の取扱いについては、以下の参考において、示されているところであるが、やむを得ず身体
拘束を行う場合における当該減算の適用の可否にあたっては、これらの取扱いを十分に踏まえつつ、
特に以下の点に留意して判断いただきたい。

⃝ 利用者に係る座位保持装置等に付属するベルトやテーブルは、脊椎の側わんや、四肢、関節等
の変形・拘縮等の進行あるいは防止のため、医師の意見書又は診断書により製作し、使用してい
ることに留意する。

⃝ その上で、身体拘束に該当する行為について、目的に応じて適時適切に判断し、利用者の状態・
状況に沿った取扱いがなされているか。

⃝ その手続きについては障害福祉サービス等の事業所・施設における組織による決定と個別支援
計画への記載が求められるが、記載の内容については、身体拘束の様態及び時間、やむを得な
い理由を記載し、関係者間で共有しているか。
なお、ケア記録等への記載については、必ずしも身体拘束を行う間の常時の記録を求めている
わけではなく、個別支援計画には記載がない緊急やむを得ず身体拘束を行った場合には、その状
況や対応に関する記載が重要である。

⃝ 行動障害等に起因する、夜間等他利用者への居室への侵入を防止するために行う当該利用者
居室の施錠や自傷行為による怪我の予防、保清を目的とした不潔行為防止のための身体拘束に
ついては頻繁に状態、様態の確認を行われている点に留意願いたい。

⃝ これらの手続きや対応について、利用者や家族に十分に説明し、了解を得ているか。 等

⃝ なお、身体拘束の要件に該当しなくなった場合においては、速やかに解除することについてもご留
意願いたい。

以上を踏まえ、最終的には利用者・家族の個別具体的な状況や事情に鑑み、判断されたい。

（身体拘束廃止未実施減算の取扱い）
問１身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方如何。

【厚生労働省：事務連絡】障害福祉サービス等報酬に関するＱ＆Ａ（平成31年３月29日）



障害者虐待防止の更なる推進（令和３年度報酬改定）

［現行］

① 従業者への研修実施（努力義務）

② 虐待の防止等のための責任者の設置（努力義務）

［見直し後］

①従業者への研修実施（義務化）

②虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、委員会で
の検討結果を従業者に周知徹底する（義務化（新規））

③ 虐待の防止等のための責任者の設置（義務化）

(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等

○障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容を盛り込む。
※令和４年度より義務化（令和3年度は努力義務）

※小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行えるような取扱いを提示予定。
【例】

①協議会や基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合も研修を実施したもの
とみなす。
②事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可
③委員会には事業所の管理者や虐待防止責任者が参加すればよく、最低人数は設けない




